
 

太子町地域福祉増進事業補助金交付規則の一部を改正する規則をここに公布す

る。 

 

  令和 8 年 3 月 31 日 

  

兵庫県太子町長 沖 汐 守 彦   

 

 

規則第 6 号 

 

 

太子町地域福祉増進事業補助金交付規則の一部を改正する規則 

 

 太子町地域福祉増進事業補助金交付規則（平成 4 年規則第 19 号）の一部を次の

ように改正する。 

 第 3 条各号列記以外の部分中「長寿社会」を「少子高齢化社会」に改め、「ボラ

ンティア活動」の次に「、子育て支援」を加え、同条に次の 1 号を加える。 

⑷ 少子化社会における子育て支援対策の推進に関する事業 

ア 子育て親子の交流の場の提供と交流の促進に資する事業 

イ 子育て等に関する相談、援助事業 

ウ 地域の子育て関連情報提供事業 

エ 子育て及び子育て支援に関する講習等実施事業 

オ その他子育て活動の推進に資する事業 

   附 則 

この規則は、令和 8 年 4 月 1 日から施行する。 


